
平成２８年度

平成２９年８月

奈 良 県

一般会計決算の概要



１ 決算の全体像

１

◇歳入は、４，８５１億円。 （対前年度比 △ 210億円）

◇歳出は、４，８０１億円。 （対前年度比 △ 200億円）

（※翌年度に繰り越す財源 32億円（対前年度比 ＋ 2億円））

◇実質収支は、 １８億円。（対前年度比 △ 12億円）

◇県の借金である県債残高は、27年度に引き続き、２年連続決算ベースで減少。

(単位：億円)

（平成28年度末県債残高 10,616億円（㉗末 10,699億円） △83億円）



２ 一般会計 歳入の状況

２

◇地方交付税は増加したものの、県税、地方消費税清算金、地方譲与税、臨時財政

対策債の減少により、主要な一般財源は、㉗ 3,688億円から ㉘ 3,565億円と123億

円の減少。

◇さらに、国庫支出金（△63億円）、繰越金（△25億円）、繰入金（△19億円）等が減少

した結果、歳入全体では、210億円の減。



単位：百万円、［ ］内は27年度決算額

県税等

・法人税制の改正等に伴い法人２税は増加したものの、株式市況の低迷により配当割県民

税および株式等譲渡所得割県民税が減少したことなどから、県税全体で10億円の減。

・円高に伴う全国の輸入額の減少により、地方消費税清算金は46億円の減。

・税制改正の影響により地方法人特別譲与税が減少し、地方譲与税全体も33億円の減。

１７３，８０９ ［１８２，７０３］ △８，８９４ △４．９％

３

・地方財政計画において、地方全体の税収増が見込まれたことなどから、地方交付税と臨時

財政対策債の総額が減少したため、本県の地方交付税と臨時財政対策債の合計額も減少。

地方交付税
臨時財政対策債

１８２，１９３ ［１８５，５６０］ △３，３６７ △１．８％

国庫支出金 ５８，７４８［６５，０３４］ △６，２８６ △９．７％

・国の26年度補正予算で措置され、27年度に事業が終了した地域住民生活等緊急支援のた

めの交付金の減（△3,144）や、紀伊半島大水害により被災した土木施設の27年度災害復旧

完了に伴う国庫負担金の減（△1,771）、27年度に国補正予算を積極的に活用した医療介護

提供体制改革推進交付金の減（△1,123）等により、28年度は前年度に比べ減少。



単位：百万円、［ ］内は27年度決算額

繰入金 ９，８２９ ［１１，７４７］ △１，９１８ △１６．３％

・ホテルを核とした賑わいと交流の拠点整備や平城宮跡周辺の魅力向上、市町村のまち

づくりの支援など、地域の活性化に資する事業を積極的に推進するため、地域・経済活

性化基金（1,049）や地域振興基金（814）を活用。

・緊急雇用創出事業臨時特例基金や医療施設耐震化促進基金など国補正予算等による

各種基金を財源とした一部の事業が27年度で終了したことなどにより、28年度は前年度

に比べ減少。

４

・投資的経費に充当する通常債については、防災行政通信ネットワーク再整備事業の実

施等により緊急防災・減災事業債の発行が増（＋3,789）したこと等から、増加。なお、発

行に当たっては、交付税措置がある有利な地方債を活用。

・第三セクター等改革推進債については、27年度に限り（公財）奈良県林業基金の事業の

再生に伴い必要となる損失補償に要する経費に充てるため発行したものであることから、

皆減（△6,086）。

・県債残高は、27年度に引き続き、２年連続決算ベースで減少。

平成２８年度末県債残高 １０，６１６億円（㉗ 末 １０，６９９億円） △83億円

平成２８年度末県債残高のうち、交付税措置がなく、県税等で償還する額
３，８７３億円（㉗ 末 ３，９５９億円） △86億円

県 債
５８，８８６ ［６４，６１５］ △５，７２９ △８．９％

うち通常債 32,049［26,076］ ＋5,973 ＋22.9%
臨時財政対策債

26,837［32,453] △5,616 △17.3%
第三セクター等改革推進債

0［ 6,086] △6,086 皆減

繰越金 ５，９８９ ［８，４６６］ △２，４７７ △２９．３％

・前年度からの繰越財源の減少（ ㉗→㉘ 3,017 ㉖→㉗ 5,886 △2,869 ）による減。



５

３ 一般会計 歳出の状況

（１） 性質別

◇義務的経費は、公債費が増加したこと等により、㉗ 2,406億円から㉘ 2,423億円に増
加（＋17億円）。

◇投資的経費は、普通建設事業費は増加したものの災害復旧事業費が減少したことに
より、㉗ 729億円から ㉘ 708億円に減少（△21億円）。

◇一般施策経費は、県税収入の減少に伴う県税交付金等の減少等により、 ㉗ 1,866億
円から ㉘ 1,670億円に減少(△196億円)。



・退職手当は、定年退職者数の増により、増加。

【参考】退職手当決算額の推移 （単位：億円）

・退職手当以外については、職員定数の見直し等により、減少。

職員定数 △１２人（知事部局等 △１０人 教職員 △１３人 警察 ＋１１人）

・自主的な給与抑制措置は引き続き実施。

給与抑制措置 特別職 知事 △１０％、副知事・教育長 △５％、代表監査委員 △４％

一般職 部・次長級 △3.0％、課長級 △2.0％、小規模長級 △0.5％

扶助費 １４，５８５ ［１４，４６９］ ＋１１６ ＋０．８％

・公立学校等奨学給付金（＋127）、精神障害者自立支援医療費負担（＋83）などが増加。

単位：百万円、［ ］内は27年度決算額

人件費
１４７，７３８ ［１４７，７８９］ △５１ △０．０％

うち退職手当 15,498 ［ 15,131］ ＋ 367   ＋2.4%
退職手当以外 132,240 ［132,658］ △ 418  △ 0.3%

公債費
７９，９５４ ［７８，３７５］ ＋１，５７９ ＋２．０％

うち元金 69,203  ［65,857］ ＋3,346 ＋ 5.1%
利子 10,751  ［12,518］ △1,767 △14.1%

・臨時財政対策債（元利償還費全額が交付税措置）の償還が増加したこと等により、償還

元金は増加。

・借入利率の低下により、支払利子は減少。

６

➢ 義務的経費（人件費、扶助費、公債費の合計）は、

２７年度決算に比べ、１７億円（１，６４４百万円）の増。

歳出全体に占める構成比も、２．４ポイント上昇（ ㉗ ４８．１％ → ㉘ ５０．５％)。



普通建設事業費

・県経済の活性化や県民の安全・安心に資する事業に「選択と集中」を徹底。

骨格幹線道路ネットワークの形成（国道３０９号丹生バイパス等）
紀伊半島アンカールートの整備促進（国道１６８号辻堂バイパス等）
主要なプロジェクトを計画的に推進

平城宮跡周辺の魅力向上、ホテルを核とした賑わいと交流の拠点整備、（仮称）登大路バス
ターミナル、奈良公園、農業研究開発センター、ＮＡＦＩＣを核とした賑わいづくり、防災
行政通信ネットワーク再整備等

水害、土砂災害、地震などに備え、ハード・ソフト両面からの防災・減災対策を推進
インフラ老朽化対策の計画的な推進 など

・補助事業費は、公共事業にかかる前年度からの繰越事業が減少（ ㉗→㉘ 11,234 △2,962）

したことや、南奈良総合医療センターの整備が27年度に完了したこと等により、28年度は前

年度に比べ減少。

・単独事業費は、防災行政通信ネットワーク再整備や農業研究開発センターの整備など主要

なプロジェクトが進捗したこと等により、28年度は前年度に比べ増加。

６８，８６０ ［６７，８６７］ ＋９９３ ＋１．５％
うち補助事業費 39,240［44,066］ △ 4,826 △ 11.0%

単独事業費 19,489［14,057］ ＋ 5,432 ＋ 38.6%
国直轄事業費負担金 10,131［ 9,744］ ＋ 387 ＋4.0%

単位：百万円、［ ］内は27年度決算額

７

物件費 １４，４４８ ［１５，９４４］ △１，４９６ △９．４％

・27年度に、国の26年度補正予算で措置された地域住民生活等緊急支援のための交付金を

活用し、奈良県プレミアム商品券発行事業（964）や奈良県プレミアム宿泊券発行事業（451）

などの消費喚起のための取組を実施したこと等により、28年度は前年度に比べ減少。

補助費等 １３０，６５９ ［１３９，９３５］ △９，２７６ △６．６％

・国の社会保障制度に関する経費は、後期高齢者医療制度関係経費（＋793）、障害者自立

支援給付（＋313）、介護給付費負担金（＋294）の増等により引き続き増加。

・27年度に実施した（公財）奈良県林業基金の事業の再生に伴う損失補償は皆減（△6,086） 。

・県税収入が減少したことに伴い、県税交付金等が前年度に比べ大幅に減少（△4,173）。

災害復旧事業費 １，９７２ ［５，００３］ △３，０３１ △６０．６％

・23年度の紀伊半島大水害により被災した公共土木施設の災害復旧が27年度に完了したこと

により、28年度は前年度に比べ減少。



８

（２） 目的別

貸付金 ２，１１７［２，６５８］ △５４１ △２０．４％

・27年度に、市町村公営企業が有する高金利地方債の繰上償還に要する経費に対して、無

利子貸付を実施（900）したこと等により、28年度は前年度に比べ減少。

単位：百万円、［ ］内は27年度決算額

積立金 ９，１１７［１８，１９９］ △９，０８２ △４９．９％

・地域・経済活性化基金積立金（△5,154）や県債管理基金積立金（△3,390）、地域医療介護

総合確保基金（△1,684）が減少したこと等により、 28年度は前年度に比べ減少。



◇歳入・歳出とも、２７年度に比べ、それぞれ２１０億円、２００億円減少。さらに、翌
年度に繰り越す財源が２億円増加したことから、収支額は前年度に比べ全体で
１２億円減少。

実質収支 ㉗ 29億73百万円 →  ㉘ 18億4百万円 (△11億69百万円)

４ 収支の状況

９

＜参考＞

県債残高 ㉘ 年度末 10,616億円 (㉗ 年度末 10,699億円 △83億円)

うち交付税措置がなく県税等で償還する額
3,873億円 (㉗ 年度末 3,959億円 △86億円)

交付税措置がない県債残高の県税収入に対する割合
㉘ 年度末 3.4倍 ( ㉗ 年度末 3.4倍 ±0.0倍)

財政調整基金の残高
㉘ 年度末 255億円 (㉗ 年度末 239億円 ＋16億円)



５ 特別会計の状況

１０



◇「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の施行に伴い、１９年度
決算から健全化判断比率等を算定。
一定の基準を超えた場合には、財政健全化計画等の策定が必要。

◇本県の指標は、いずれも基準をクリア。

６ 財政状況の指標（速報値）

１１

健全化判断比率

公営企業の資金不足比率

※今後の精査により、数値に異動

が生じることがあります。



○一般会計

○特別会計

公立大学法人奈良県立医科大学

　　　　　　　　　　　　　　　関係経費特別会計

奈良県母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計

奈良県農業改良資金貸付金特別会計

奈良県中小企業振興資金貸付金特別会計

奈良県証紙収入特別会計

奈良県林業改善資金貸付金特別会計

奈良県公債管理特別会計

奈良県育成奨学金貸付金特別会計

地方独立行政法人奈良県立病院機構

　　　　　　　　　　　　　　　関係経費特別会計

奈良県病院事業清算費特別会計

奈良県営競輪事業費特別会計

奈良県自動車駐車場費特別会計

奈良県水道用水供給事業費特別会計

奈良県流域下水道事業費特別会計

奈良県中央卸売市場事業費特別会計

○一部事務組合

南和広域医療組合

○広域連合

関西広域連合

○土地開発公社

奈良県土地開発公社

○地方道路公社

奈良県道路公社

○地方独立行政法人

公立大学法人奈良県立医科大学

地方独立行政法人奈良県立病院機構

公立大学法人奈良県立大学

○損失補償債務のある設立法人

(公財)奈良県地域産業振興センター

(公財)なら担い手・農地サポートセンター

一部事務組合・広域連合

地方公社・第３セクター等

地
方
公
共
団
体

一般会計　　

特別会計　　

公営事業会計

公営企業
会計

一般会計等
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指標の算定対象

１２



１３

財政健全化法のしくみ

早期健全化基準 　　 財政再生基準

公営企業の経営健全化基準

＜種 類＞ 資金繰りの状況を表すフロー指標

＜範 囲＞ 一般会計及び特別会計（公営事業会計及び公営企業会計を除く）　＝一般会計等

＜内 容＞ 実質赤字（歳入－歳出－翌年度に繰り越すべき財源 が▲となった額）の標準財政規模に対する比率

※標準財政規模 ： 地方公共団体が標準的な状態で通常収入が見込まれる一般財源の規模を示す指標

　　　 　　標準税収入（普通交付税の算定に用いる各団体の収入）＋普通交付税＋臨時財政対策債発行可能額

＜種 類＞ 資金繰りの状況を表すフロー指標

＜範 囲＞ 一般会計及び全ての特別会計

＜内 容＞ 全会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率

＜種 類＞ 資金繰りの状況を表すフロー指標

＜範 囲＞ 一般会計、全ての特別会計、一部事務組合及び広域連合

＜内 容＞ 一般会計等が負担する地方債の元利償還金及びこれに準じるもの（満期一括償還地方債の１年当た

り償還相当額、公債費に準じる債務負担行為に基づく支出 等）の標準財政規模に対する比率

＜種 類＞ 負債の総額の状況を表すストック指標

＜範 囲＞ 一般会計、全ての特別会計、一部事務組合及び広域連合、地方公社、損失補償債務のある法人等

＜内 容＞ 一般会計等が将来負担すべき負債総額の標準財政規模に対する比率

＜種 類＞ 資金繰りの状況を表すフロー指標

＜範 囲＞ 公営企業ごと

＜内 容＞ 資金不足額（流動負債－流動資産）の事業規模（営業収益）に対する比率

　指標の整備と
　情報開示の徹底

［健全化判断比率］
・フロー指標
　①実質赤字比率
　②連結実質赤字比率
　③実質公債費比率
・ストック指標
　④将来負担比率
［公営企業の資金不足比率］
　　 資金不足比率

→監査委員の審査に付し、
　 議会に報告、公表

健全段階

 自主的な改善努力
 による財政健全化
 

 

    ・財政健全化計画の策定

・外部監査の義務付け

・実施状況を毎年度議会に
　報告、公表

・早期健全化が著しく困難と
　認められるときは、総務大
　臣が必要な勧告を行う

財政の
早期健全化

  国等の関与による
  確実な再生

・財政再生計画の策定
・外部監査の義務付け

・計画は、総務大臣に協議し
  同意を求めることができる
　【同意無】
　・災害復旧等を除き起債を制限

　【同意有】
　・収支不足額を振り替えるため、
   再生振替特例債の起債可

・財政運営が計画に適合しな
  い場合、予算変更等を勧告

財政の再生

（

健
全
財
政
）

（

財
政
悪
化
）

実質赤字比率

連結実質赤字比率

実質公債費比率

将来負担比率

公営企業の資金不足比率
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県債の状況
参考資料
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１６

県税の状況

自主財源の割合：県税（地方消費税清算後）、分担金負担金、使用料手数料、財産収入、寄附金、
繰入金、繰越金、諸収入の合計額が歳出総額に占める割合
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公債費の状況

基金の状況
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（１）義務的経費の状況

歳出の状況



（２）主な社会保障関係経費の状況

（３）普通建設事業の状況
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